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1．はじめに

インドネシアは、人口の増加、都市化の拡大、経済
成長の伸びと云った要因から、ごみがますます発生
し易く、かつ管理が難しい社会状況になっています。
2016年には、6,500万トンのごみが全国で発生し
ていると推計されています。このうちリサイクルされ
るごみの量は、ごくわずかでほとんどのごみは最終
処分場に運ばれています。そして、野積みや山積み
で処分されています。毎日、最終処分場に運ばれる
ごみの量は増える一方です。最終処分場は、ごみの
野積みと山積みを続けながら、次の候補地を探さな
ければなりません。土地は水や空気以上に有限であ
ることをつい忘れてしまいます。ましてや、最終処分
場は迷惑施設であり歓迎される施設ではありません。
最終処分場を適切に管理しないと、どのような結果
をもたらすでしょうか。2005年2月、西ジャワ州の
レウイ・ガジャ最終処分場に山積みになったごみは、
降雨によって崩れ落ちて、周辺の住宅地に一気に流
れ込み141人が犠牲となる大惨事となりました。
ごみの発生量の半分は、家庭から生じています。
インドネシアの各地の最終処分場が抱える問題は、
家庭ごみの分別を通じて改善できないでしょうか。
JICAでは、2013年11月から2017年11月まで「3R
及び廃棄物適正管理のためのキャパシティーディベ
ロップメント支援プロジェクト」を実施しましたが、
今回は、このプロジェクトを通じて、インドネシアの
最終処分場の行方について考えてみたいと思います。

2．家庭ごみを資源に

インドネシア政府は、2008年に廃棄物管理法を
制定しました。さらに2012年には、廃棄物管理法
の細則として、家庭ごみ管理に関する政令を定めまし
た。この政令の目的として、環境保全と公衆衛生の
維持を図ること、またごみが資源になることを述べて
います。また政令の中では、ごみ管理の政策と戦略、
ごみの減量の取り組み、住民によるごみ管理につい
て定めており、インドネシア政府がごみ管理の重要事
項として家庭ごみを位置付けたことが伺えます。
このような状況において、JICAは、環境・林業省
と公共事業・国民住宅省とともにプロジェクトを開
始しました。プロジェクトでは、「対象都市において、
廃棄物管理法および関連政令・省令・地方条例等に
則って、3R、家庭系廃棄物および家庭系類似廃棄物
の適正な管理が実施される。」ことをプロジェクト目
標として設定しました。そして、スマトラ島のパレン
バン市とカリマンタン島のバリクパパン市を「対象都
市」として選びました。
プロジェクト目標を達成するために多くの活動を行
ないましたが、本稿では、これら2つの市で実施した
活動でパイロットプロジェクトについて述べたいと思
います。

3．パレンバン市での取り組み

人口158万人のパレンバン市は、南スマトラ州の
州都です。パレンバン市は、18地区に分かれていま
すが、このうち3地区でパイロットプロジェクトを実
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施しました。パイロットプロジェクトでは、コミュ二
ティ組織が家庭ごみを一次収集すること、リサイク
ル施設を運営することによって、家庭ごみの減量化
を目指しました。ところで家庭ごみは、生ごみといっ
た「有機ごみ」がおよそ60パーセントを占めていま
す。パイロットプロジェクトでは、リサイクル施設に
有機ごみの堆肥化施設を整備する取り組みを行ない
ました。コミュ二ティ組織が家庭から収集した有機ご
みは、リサイクル施設で堆肥となった後、主に農家の
人々が買ってくれます。
リサイクル施設では、住民活動のひとつとして盛
んになっている「ごみ銀行」の活動も取り入れました。
住民はごみ銀行にペットボトルやビンと云った「資源
ごみ」を持ち込みます。資源ごみはお金に換算され
て、住民の預金通帳に記帳されます。「預け入れ」は
ごみで、「引き出し」はお金です。ごみがお金になる
ことを住民が実感できる瞬間です。その後、ごみ銀
行に集まった資源ごみは、リサイクル業者が買い取
ると云う仕組みです。リサイクル業者にとっては、ま
とまった資源ごみを確保できること、またごみ銀行
にとっては、リサイクル業者を選べることができて、
さらに価格交渉力を高めることができます。現在、
全国で4,000のごみ銀行が活動していると云われて
います。
家庭ごみを分別すること、そしてこれらの活動を組

み合わせることによって、最終処分場に運ばれるごみ
は減ることになります。

4．バリクパパン市での取り組み

東カリマンタン州のバリクパパン市は、人口61万
人です。バリクパパン市は、6地区に分かれています
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写真－1　�堆肥化施設。リサイクル施設に有機ごみが運ば
れて堆肥となる。（パレンバン市）

写真－2　�ごみ銀行。住宅を巡回して活動することもあ
る。（パレンバン市）

図　インドネシア JICA図書館の地図資料を筆者が加工
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が、このうち1地区でパイロットプロジェクトを実施
しました。インドネシアでは、家庭がごみを集積所ま
で運んだり、収集人が家庭からごみを収集して集積
所まで運んだりします。その後、行政のごみ収集車
で最終処分場まで運ぶことになります。家庭でごみ
を分別するルールはありませんでした。資源物は、家
庭から最終処分場の間でウエストピッカーによって
扱われるとは云え、家庭ごみのほとんどは最終処分
場に辿り着くことになります。バリクパパン市のパイ
ロットプロジェクトで目指したことは、家庭がごみの
分別を行なうこと、これらごみがきちんとしたスケ
ジュールで回収されること、そして集積所やリサイク
ル施設、堆肥化施設に運ばれて処理されることでし
た。またバリクパパン市は、家庭ごみの収集から行政
が大きく関わっていることが特徴です。
これらの活動によって、パレンバン市と同じく、最
終処分場に運ばれるごみの量は減ることになります。

5．パイロットプロジェクトから見えてくること

パイロットプロジェクトでは、パレンバン市もバリ
クパパン市も、家庭ごみの分別方法を3種類にしま
した。「有機ごみ」、「資源ごみ」、そして「その他ごみ」
です。それ以前は、住民がごみを分別する必要はあ
りませんでした。家庭の生活パターンに大きな変化
を促したことになります。インドネシア政府は、住民
が主体となってごみの管理を行なうことを推進してい
ます。行政は、「集積所から最終処分場まで」のごみ
の管理を自らの責任としていますが、その手前である
「家庭から集積所まで」のごみの管理は、住民に自立
を求めています。とは云え、住民によるリサイクル施
設やごみ銀行の活動が自立するためには、行政によ
る技術や費用の支援が必要であることは云うまでも
ありません。また、ごみの管理を行なう行政自身の能
力が高いことも求められます。パイロットプロジェク
トは、パレンバン市役所とバリクパパン市役所ととも
に、ごみ管理の基本となる行動計画の策定や条例の
策定のための活動も行ないました。
さて、パレンバン市とバリクパパン市において、ど
れくらいのごみの減量化に成功したでしょうか。最終
処分場に運ぶ必要が無くなった家庭ごみの率を計算
したところ、パレンバン市は、11.7パーセント、バ
リクパパン市は、1.3パーセントでした。バリクパパ
ン市の数値ですが、公共事業・国民住宅省が大規模
な有機ごみの堆肥化施設を建設していましたが、プ
ロジェクト中に稼働が間に合わなかったことが大きく
影響しています。近いうちに、この堆肥化施設が稼
働すれば、ごみの減量化が大きく伸びることになるで
しょう。
今後、パイロットプロジェクトの成果がバリクパパ

ン市とパレンバン市の他の地区でどんどん拡がって
いくこと、さらにインドネシアの他の自治体で拡がっ
ていくことを期待したいと思います。そのためには、
行政と中央省庁による主導が欠かせません。
ところで、現在、インドネシアでは大規模の焼却発
電施設を導入する機運が高まっています。2016年
には、インドネシアの7大都市に焼却発電施設の導入
を促進する大統領規則が施行されました。しかしそ
の後、最高裁判所によって、この大統領令が上位法
の環境法、健康法、法令制定法と矛盾するとして無

写真－3　�家庭ごみの収集。スケジュールに沿ってごみを
収集する。（バリクパパン市）

写真－4　�リサイクル施設。家庭ごみから資源物が選別さ
れる。（バリクパパン市）
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効とする判決が出されました。大都市においては、ご
みの発生量が膨大であること、最終処分場の建設が
極めて難しいことを考えると、焼却発電施設の導入
を真面目に検討する時期にきているのは当然のことか
もしれません。ただ、施設をどこに建設するのか、ま
たそのための建設費をどこから調達するのか、さらに
施設が稼働した後の運営維持費をどのように確保す
るのか、検討しなければならないことが山のようにあ
ります。
いずれどこかに焼却発電施設ができたとしても、
最終処分場が不要になるわけではありません。公共
事業・国民住宅省は、2015年から2019年までの
戦略計画のなかで、163の市と県に最終処分場を建
設することを述べています。2016年10月には、大
統領規則「家庭ごみの管理に関する政策と戦略」が施
行しましたが、これはプロジェクトが策定に関わった

大きな成果です。このなかでも2025年までの最終
処分場の建設と活用計画を述べています。行政と中
央省庁は、最終処分場の建設だけに努めるのではな
く、野積みや山積みで処分しない維持管理の計画も
しっかり立てるべきでしょう。パイロットプロジェク
トは、家庭ごみの分別を制度として実施すれば、リサ
イクルが拡がっていき、最終処分場に運ばれるごみ
の量が減ることを示しました。行政と中央省庁は、家
庭ごみの分別を推進する取り組みがますます必要で
しょう。

　以上

本稿を執筆するにあたって、天野史郎氏、片山仁
志氏（国際航業株式会社）にコメントをいただきまし
た。また本稿で使用した写真は、山内尚氏（八千代エ
ンジニアリング株式会社）に提供いただきました。
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